
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  
応募期間 令和４年１月２８日～３月１８日まで 

応募方法 伊東市HPの応募ページを確認してください。 

その他 ３校の子どもたちには応募用紙を配布します。 

 

 

協議会の 

決定内容 

校名：「伊東市立伊東小学校」とする。 

校歌：伊東尋常高等小学校（現西小学校）の校歌を継承する。 

校章：新たな校章を公募により作成する。 

令和３年１２月２１日開催の第２回統合地域協議会にて下記内容を協議会の総意とすること

を決定しました。 

⑶ 校名・校歌・校章について 

１.総務部会所管事項の協議状況 ※ 伊東市HPはこちらから 

前回の学校統合便り VOL.１から協議を進めた内容について、現在の状況を下記のとおりお伝えい

たします。前回のお便りの内容や統合地域協議会（下部組織として総務部会・PTA部会・学校教育部

会があります。）の協議内容等ついては、伊東市HPをご覧ください。 

新しい校章を公募します！！ 

VOL.２ 伊東市 
教育委員会 

※ 応募方法はこちらから 

保護者・地域の皆様へ 

⑴ 東小学校施設改修等の予定 

令和３年１２月 

統合後の学校の教育環境整備を目的とし、「トイレの洋式化」、「通級指導教室整備」、「階段壁

面塗装」など様々な施設整備を予定しています。（詳細は、HPの協議会資料をご覧ください。） 

⑵ ３校統合後の放課後児童クラブのあり方（方向性の報告） 
放課後児童クラブについて、設置場所の検討を重ねてきましたが、統合後の学校で余裕教

室を活用することが難しい見通しになったため、子どもたちが安全に利用できるように、現

在の東小敷地内に放課後児童クラブ専用施設を新たに建てることとなりました。 

※ 現在、具体的な設置場所や運営体制について順次協議を進めています。 

※ 上記内容は、協議会としての決定内容であり、教育委員会定例会、伊東市総合教育会議  

での合意形成、校名は条例の改正（市議会の議決）を経て正式決定となります。 

新しい学校の校章を皆で作り上げましょう！ 



 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

乗降場所（予定） 西小学区 旭小学区 

１箇所目 西小学校敷地内 競輪場西口敷地内 

２箇所目 伊東駅周辺 旧伊東地域包括支援センター前（サガミヤ広野店横）周辺 

東 小 西 小 旭 小 

親子レクリエーション 通学合宿 

旭山での奉仕作業 

父親代表によるあいさつ運動 

下校時見守り 

協議している主な項目 主な内容 

教務関係 日課表、勤務表 など 

指導関係 生活や学習のきまり、学用品の規格 など 

事前交流 令和４年度の交流内容、通学体験 など 

協議会・各部会に関する問い合わせ  伊東市教育委員会  教育総務課（℡ 32-1912） 

２.PTA部会所管事項の協議状況 

３校の PTA組織の現状を確認し、統合後の PTA組織編制や主な相違点（３校独自の PTA活動

など）への対応等について協議を進めています。 

※ 乗降場所は、現在、検討中であり予定であるため、変更となる場合があります。 

※ 上記以外の箇所についても乗降場所として検討を行っておりますが、周辺道路状況によりバスの通行が難しいな

ど実現には様々な課題があるため記載しておりません。 

※ 乗降場所以外の検討状況については、協議会資料（表面上部のQRコード）を確認してください。 

令和３年度は、図工の作品等を３校で共

有するなどの間接的交流としましたが、４

年度は一緒に遠足やスポーツ大会を行うな

ど直接的なふれあいを考えています。（スク

ールバスの通学体験や保護者の東小参観会

なども計画しています。） 

 

・組織編制については、３校で大きな違いはないことが確認できたため、東小の PTA組織を

ベースに西小、旭小の要素を取り入れていくこととなりました。 

・３校独自の PTA 活動については、統合後の学校（規模が大きい学校）での実施可否を検討

しています。（主な独自の活動は下表のとおり） 

西小学区、旭小学区それぞれに２～３箇所程度乗降場所を設ける方向でダイヤなど運行体制

の検討を進めています。 

⑷ スクールバスについて 

※ 新型コロナウイルスの影響により、近年は活動中止となっているものもあります。 

３.学校教育部会所管事項の協議状況 

統合する３校が合わせるべき「もの」、「こと」について、下記３点を中心に協議を進めてい

ます。子どもたちが統合後の学校生活にいち早く適応できるよう、対応可能な内容は令和４年

度から３校が統一した取り組みを実施していきます。 

※ 感染症拡大状況により変更・中止等の場合があります。 


